
　新しい保険証の色は「オレンジ色」。８
月１日 以降に医療機関にかかるときは、前
年度の「水色」の保険証とお間違えのない
ように、窓口で掲示してください。また、
有効期限を過ぎた保険証は、役場住民課保
険係（本庁舎１階）または各支所に返却く
ださい。返却が困難な場合は、個人情報等
にご注意のうえ、破棄してください。

８月以降に病院にかかる場合は
新しい保険証の掲示をお忘れなく
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保
険
料
は
、
県
内
ど
の
地
域
で
も
同
じ
基

準
で
算
定
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
は
、
加
入
者
一
人
ひ
と
り
に
か
か

り
ま
す
。
保
険
料
率（
均
等
割
額
、
所
得

割
率
）は
２
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
、次
回
は
、

平
成
26
年
度
に
改
定
。

　　

災
害
や
失
業
等
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

が
困
難
と
な
っ
た
場
合
は
、
保
険
料
が
減

免
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
役
場

住
民
課
保
険
係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

医
療
費
は
、
被
保
険
者
が
病
院
な
ど
で

支
払
う「
自
己
負
担
額
」と
保
険
か
ら
給

付
さ
れ
る「
医
療
給
付
費
」で
構
成
さ
れ

平
成
24
年
中
の
所
得
確
定
に
よ
り
、
平
成
25
年
度
分
の
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
額
が
決
定
し
、
７
月
中
旬
に
被
保
険
者（
加
入
者
）

の
皆
さ
ん
へ「
決
定
通
知
書
」
を
郵
送
し
ま
す
。
な
お
、
新
し
い

被
保
険
者
証
は
、
７
月
下
旬
に
簡
易
書
留
で
郵
送
い
た
し
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
証（
水
色
）は
、
平
成
25
年
７

月
31
日
ま
で
の
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま

す
。
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
被
保
険

者
証（
オ
レ
ン
ジ
色
）は
、
７
月
19
日
金

～
31
日
水
ま
で
の
間
に
、「
簡
易
書
留（
郵

便
局
員
が
手
渡
し
）」で
郵
送
。
不
在
の
場

合
は
郵
便
局
員
が
２
度
配
達
し
、
２
度
目

に
留
守
の
場
合
は「
郵
便
物
の
お
知
ら
せ
」

を
投
函
し
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
郵
便
局

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

７
月
31
日
水
ま
で
に
新
し
い
被
保
険

者
証
が
届
か
な
か
っ
た
場
合
は
、
役
場
住

民
課
保
険
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
場

合
は
、
通
常
よ
り
短
い
有
効
期
限
の
被
保

険
者
証
を
住
民
課
窓
口
で
お
受
け
取
り
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
全
員
が
負
担
す

る「
均
等
割
額
」と
平
成
24
年
中
の
所
得

に
応
じ
て
負
担
す
る「
所
得
割
額
」の
合

計
で
決
定
し
ま
す
。
保
険
料
の
上
限
は
年

額
55
万
円
ま
で
で
す
。

保
険
料
は
、
平
成
24
年
中
の
所
得
金
額
と

「
世
帯
」の
状
況
を
基
に
算
定
を
行
い
、
決

定
し
ま
す
。
こ
の
世
帯
と
は
、
平
成
25
年

４
月
１
日
時
点
の
世
帯（
75
歳
に
な
る
人
、

県
外
か
ら
の
転
入
者
な
ど
は
そ
の
時
点
）

 

を

基
準
に
し
て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
の
医
療
費
の

自
己
負
担
割
合
は
、
１
割
ま
た
は
３
割
で

す
。
毎
年
、
前
年
中
の
所
得
を
も
と
に
、

８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
１
年
間
の
自

己
負
担
割
合
の
判
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。

自
己
負
担
割
合
は
、
原
則
１
割
で
す
が
、

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
い
ず
れ
か
の
人
の

住
民
税
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上
で

あ
る
場
合
は
、３
割
と
な
り
ま
す
。た
だ
し
、

住
民
税
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上
で

あ
っ
て
も
、
次
の
❶
ま
た
は
❷
に
該
当
す

る
場
合
は
、
役
場
住
民
課
保
険
係
に
申
請

す
れ
ば
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
２
人
以
上
の
場

合
、
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
全
員
の
収
入

の
合
計
額
が
５
２
０
万
円
未
満

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
本
人
の
み
の
場

合（
次
の
①
又
は
②
に
該
当
）

本
人
の
収
入
が
３
８
３
万
円
未
満

本
人
と
同
じ
世
帯
の
70
歳
～
74
歳
ま
で
の

人
の
収
入
の
合
計
額
が
５
２
０
万
円
未
満

　

現
在
お
持
ち
の
減
額
認
定
証
の
有
効
期

限
は
、
平
成
25
年
７
月
31
日
で
す
。
減
額

認
定
証
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
人
で
、
平

成
25
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
人

に
は
、
８
月
１
日
か
ら
の
新
し
い
減
額
認

定
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
同
一

世
帯
の
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
で
あ

る
人
に
つ
い
て
は
、
入
院
の
際
の
自
己
負

担
限
度
額
や
入
院
時
生
活
・
食
事
療
養
費

が
減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
減
額

認
定
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
で
新
た
に
交

付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
役
場
住
民
課
保

険
係
で
申
請
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

印
鑑
、
保
険
証

右
記
以
外
に
も
、
収
入
額
な
ど
を
証
明
す

る
も
の（
非
課
税
証
明
書
な
ど
）や
入
院
期

間
が
確
認
で
き
る
も
の
が
必
要
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

後期高齢者医療制度

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
み
な
さ
ん
へ

保
険
料
お
よ
び
被
保
険
者
証
に
つ
い
て

問
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

☎
０
９
２
６
５
１ｰ

３
１
１
１

問
役
場
住
民
課
保
険
係

　

☎
２
２ｰ

７
７
６
１

所得割
所得に応じて負担

総所得
金額等－33万円 ×10.88％

（注１）

注１：「総所得金額」とは、前年中の「給与収入－給与所得控除」「事業
　　　収入－必要経費」　  「公的年金収入－公的年金等控除」など、各
　　　種所得控除前の金額です。※例 公的年金収入のみの人で、年
　　　金の合計額が 153 万円以下の場合は、所得割はかかりません。

保険料の内容
（一人あたりの年間保険料額：上限55万円）

均等割
加入者全員が負担

55,045円

▼

▼※

保
険
料
が
決
定

保
険
料
と
医
療
費
の
し
く
み

自
己
負
担
額
の
確
認
を

保
険
料
の
減
免
制
度

減
額
認
定
証
の
有
効
期
限

被
保
険
者
証
の
切
り
替
え

医療費総額

病
院
な
ど
に
支
払
う

自
己
負
担
額

医
療
給
付
費 公費（税金）約５割

国：県：市町村 = ４：１：１

支援金約４割
（現役世代の負担）

保険料
約１割

被保険者（加入者）の皆
さんが負担する保険料

▼▼

❶❷①②




